
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/28（月）開催「所得税の定額減税と年末調整の留意点」セミナー受講申込書 

亀田商工会議所行き ＦＡＸ０２５－３８２－５１１４                      

事業所名  Ｔ   Ｅ   Ｌ  

F    A   X 
 

Ｍ ａ ｉ ｌ  

受講者名① 
 

受講者名②  

※ご記入いただいた情報は本セ ミ ナ ー に関 す る運営のみ に利用 し 、 取扱い につ き ま し て は個人情報保護法に則 り 、 厳重 に管理 いた し ま す 。 

本セミナーでは、扶養親族に移動があった場合等、年末調整
で定額減税を扱うための月次減税・年調減税の対象者・対応方
法、税制改正を踏まえた年末調整の実務対応について分かりや
すく解説します。 

１０月２８日（月） 

１４：００～１６：００ 

税制改正を踏まえて実務対応のポイントを解説

所得税の定額減税と

１．定額減税の概要 

(ア)定額減税の背景と制度の概要 

(イ)定額減税の対象者とは 

(ウ)配偶者と扶養親族をめぐる誤りやすいポイント 

(エ)その他の注意ポイント 

２．月次減税事務振り返り 

(ア)住民税定額減税の取扱い 

(イ) 国税定額減税の取扱い 

３．年調減税事務 

(ア)年調で控除が必要な人と計算法 

(イ)年調必要書類と源泉徴収票 

(ウ)年調減税事務で気をつけておきたいこと 

４．まとめ 

５．Q＆A 

 

〈主催〉  亀田商工会議所 

年末調整

制度改正等の課題解決環境整備事業

◆会場 亀田商工会議所 ２階 講習会室 

◆受講料 無料 (会員・非会員 問わず) 

◆対象 小規模事業者および中小企業など（会員・非会員問わず） 

◆定員 ３０名 (先着順) 

◆申込み  10/21（月）までに FAX またはメールにてお申込み下さるか当所 HP

の受講申込みフォームより必要事項を入力しお申込み下さい。 

  FAX 025-382-5114 Mail j-yama@kameda-cci.or.jp 

          当所 HP https://kameda-cci.or.jp 

◆お問合せ 亀田商工会議所 TEL 025-382-5111 

 

 

 

 

 

 

〈講師プロフィール〉 

川井
か わ い

 隆史
た か し

 氏 

・かわい公認会計士・税理士事務所所長 

・税理士 

・公認会計士 

・日本プロフェッショナル講師協会認定講師 

大卒後日本政策金融公庫入庫。公認会計士試験合格後、世界最
大級だったコンサルティング・会計事務所アーサーアンダーセンで会
計監査、会計コンサルティングを経験。日本コカ・コーラ、GEの日本法

人、米国本社で予算マネジャー、経営管理担当のディレクターなどを
歴任。その後上場ベンチャー等取締役 CFOを歴任後独立。 
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